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＊指定都市市長会「道州制を見据えた新たな大都市制度の在り方についての提言」より作成 

 

＜指定都市が果たしている機能＞ 

(1) 住民に最も身近な基礎自治体としての機能 

(2) 都市行政の最先端都市として全国の諸都市を先導する機能 

(3) 都市圏における中枢都市（母都市）としての機能 

  ① 大都市固有の行政需要への対応： 

    幹線道路・鉄道・港湾・空港などの基幹的交通インフラの整備、産業廃棄物処理、上下水道、 

    大規模な教育文化施設の運営、高等教育機関・高度医療機関・研究機関等の設置・運営など 

  ② 国内外との接続点としてのゲートウェイ機能の発揮： 

    国際的なコンベンション・スポーツ大会の開催、集客交流機能や情報発信機能の発揮など 

〔指定都市市長会「道州制を見据えた新たな大都市制度の在り方についての提言」(H18.1)〕 
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① 圏域を単位とする主要な社会資本整備 

② 広域的な見地からの環境保全・管理 

③ 人や企業の活動圏・経済圏に応じた地

域経済政策、雇用政策 

（都市基盤整備） 

・ 道路、港湾、鉄軌道、空港 など 

 

（産業・労働・経済） 

・ 産業振興、企業立地促進、観光施

策、雇用促進、職業訓練 など 

 

（福祉・健康） 

・ 感染症対策、難病対策、高次医療 

など 

 

（教育・文化） 

・ 大学の設置、学校法人の認可、文

化スポーツ振興 など 

 

（環境） 

・ 環境対策、産業廃棄物対策 など 

 

 

資料３ 


